
 

 

 

 

 

 

 

米の価格高騰により大きな影響を受ける酒類製造業並びに味噌及び麹を生産する食品製造業の事業

者に対し、原材料としての国産の主食用米又は加工用米等（以下「国産原材料米」という。）の仕入れに

要した経費の一部を補助します。※本事業は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用

しています。 

 

令和８年４月 商工労働課 

項 目 内           容 

補助対象者 

次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。 

・市内の酒類製造業並びに味噌及び麹を生産する食品製造業に該当する事業者で、補

助金の交付を申請する日において、市内に事業所又は住所若しくは主たる事務所を有

するもの。 

・市税を滞納していないこと。 

補助要件 
・補助対象者が酒類や味噌及び麹を生産するための原材料として、令和７年４月１日

から令和８年８月３１日までに国産原材料米を仕入れていること。 

補助金額等 

令和７年４月１日から令和８年８月３１日までに仕入れた国産原材料米の仕入数量

（６０キログラムあたり）に次の額を乗じた金額  

・令和７年産米：4,000円 ・令和６年産米：600円 

提出書類 

①  補助金交付申請書兼実績報告書 

②  仕入状況明細シート 

③  補助申請額計算シート 

④  請求書 

⑤  令和７年４月１日から令和８年８月３１日までに仕入れた国産の原材料米の仕

入状況（品種及び価格、数量等）がわかる納品書または購入伝票等の書類の写し 

⑥  市税の納税証明書 

⑦  営業許可証等の写し 

⑧  チェックシート 

⑨  その他市長が必要と認める書類 

申請期間 令和８年５月１日から令和８年９月３０日まで 

そ の 他 

・以下のいずれかに該当する場合は補助対象とはなりません。 

（1） 申請日時点で事業の休止または廃止を予定している場合 

（2） この補助金と目的を重複する他の補助金の交付を受けている場合（ただし、

令和８年度秋田県酒造業緊急支援事業費補助金については併用が可能です） 

（3） 暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力し、関与するなどの関わり

をもつ場合 

・補助金交付後、令和９年３月３１日までに事業を休止または廃止した場合は補助金

を返還することになります。 

 
伝統的産業緊急支援事業の HP番号：1012474 

 

問い合わせ先 

横手市役所商工観光部商工労働課 

〒013-8601 横手市中央町８番１２号かまくら館５階 

TEL:0182-32-2115 FAX：0182-32-4021 

E-mail: shoko@city.yokote.lg.jp 

令和８年度 伝統的産業緊急支援事業補助金の概要 


